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■第1章

共緬煽通

1．マニュアル存利用する
Q

にあたって

1
障害年金審査業務マニュアル
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[本マニュアルの構成内容］

本マニュアルは、1つの業務(届出)について､障害年金センターにおける業務手順と業務に必要な資

料を示したものである。

新たに障害年金センターに配属された職員が理解しておくべき基本的な事項については､届書ごとに

｢受付｣｢審査｣｢認定｣｢入力｣｢事後処理｣などの項目に分けて記載している。

また､各章に共通する資料については､「共通資料｣として記載している。

ｰ

2

各章のﾀｲﾄﾙ 内容

第1章共通編 基本的な用語の説明､事務担当者と業務手順

を明確に示した業務ﾌﾛｰ

第2章年金請求書(国民年金障害基礎年

金)【様式107号】

国民年金障害給付の基本的な業務手順

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保

険障害給付)【様式104号】

厚生年金保険障害給付の基本的な業務手

順

第4章障害者特例．繰上げ調整額請求書 障害者特例．繰上げ調整額請求書の基本的な

業務手順

第5章障害給付額改定請求書【様式210

号】

障害給付額改定請求書の基本的な業務手

順

第6章障害給付加算額･加給年金額加算開

始事由該当届【様式229-1号】

障害給付加算額･加給年金額加算開始事由

該当届の基本的な業務手順

第7章障害状態確認届 障害状態確認届の基本的な業務手順

第8章障害年金以外の障害認定事務 障害年金以外の障害認定事務の基本的な業

務手順

第9章共通資料 各章に共通する診断書ごとの基本的な確認事

項等の資料
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[根拠条文について］

本書において使用した根拠条文の略称の主なものは次のとおりである。

･国民年金法

･厚生年金保険法

･国民年金法附則

･厚生年金保険法附則

･国民年金法施行令

･厚生年金保険法施行令

･国民年金法施行規則

･厚生年金保険法施行規則

･厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和55年法律第82号）附

則

･国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則

･国民年金法等の一部を改正する法律（平成元年法律第86号）附則

･国民年金法等の一部を改正する法律（平成6年法律第95号）附則

･厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成8年法律第82号）附則

･国民年金法等の一部を改正する法律（平成12年法律第18号）附則

･厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため

の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律

第101号）附則

･国民年金法等の一部を改正する法律（平成16年法律第104号）附則

・国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

（昭和61年政令第54号）

・国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

（平成元年政令第337号）

●
●
Ｄ
●
●
●
●
●
■

．
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附
附
・
・
・
・
附

法
法
法
法
令
令
則
則
改

年
年
年
年
年
年
年
年
５

国
厚
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厚
国
厚
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厚
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附
附

改
附
附
附
改
改

Ｏ
改
改
改
２
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６
元
６
８
１
１

I

16改附． ．

61搭贋令・

｜
’元措置令．

’6措置令・ ・ ・国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

（平成6年政令第348号）

9措置令・ ・ ・厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する

政令（平成9年政令第85号）

14措置令・ ・厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため

の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行

農林共済年金等に関する経過措置に関する政令（平成14年政令第44

号）

Ｉ

１

ｄ

１

１

3

’

’
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改定政令・ ・ ・国民年金法による改定率の改定等に関する政令（平成17年政令第75

号）

船保法・ ・ ・ ・船員保険法

船保令・ ・ ・ ・船員保険法施行令

沖縄措置令・ ・沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭

和47年政令第108号）

旧国年法・ ・ ・旧国民年金法

旧厚年法・ ・ ・旧厚生年金保険法

時効特例法・ ・厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関す

る法律

機能強化法・ ・公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法

等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号）

一元化法・ ・ ・被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成24年法律第63号）

記載例： 「国年法90条1項5号」の場合、国民年金法第90条第1項第5号であること

を示している。 「厚年令別表1」の場合､厚生年金保険法施行令別表第1であることを示

している。

4
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’

[用語の定義］

本マニュアルにおいて使用する次の語句の定義は以下のとおり。

I

’
共済組合等･ ･ ･国家公務員共済組合､地方職員共済組合及び私立学校教職員共済制度の総称

国共厚年･…国家公務員共済組合の組合員たる期間に係る厚生年金保険(第2号厚年）

地共厚年･…地方公務員共済組合の組合員たる期間に係る厚生年金保険(第3号厚年）

私学厚年･…私立学校教職員共済制度の加入者たる期間に係る厚生年金保険(第4号厚年）

一般厚年･…国共厚年､地共厚年､私学厚年以外の厚生年金保険(第1号厚年）

共済厚年…･国共厚年､地共厚年､私学厚年の総称

国共厚年期間…国共厚年の被保険者期間(第2号厚年被保険者期間）

地共厚年期間…地共厚年の被保険者期間(第3号厚年被保険者期間）

私学厚年期間…私学厚年の被保険者期間(第4号厚年被保険者期間）

一般厚年期間…一般厚年の被保険者期間

加入種類･ ･ ･厚生年金保険の被保険者期間のうち､国共厚年､地共厚年､私学厚年､一般厚年の別

口
１

．

１

‐

Ｉ

Ｉ

Ｄ

０

Ｉ

複数の加入種類の厚年期間…一般厚年､国共厚年､地共厚年及び私学厚年のうち､二以上の被保険
者期間

共済厚年期間…国共厚年､地共厚年､私学厚年の被保険者期間の総称

’実施機関…一般厚年期間に関する給付事務を行う日本年金機構及び共済厚年期間に関する給付事
務を行う各共済団体

認定･ ･ ･障害の程度の認定

(注)単に｢厚生年金保険｣という時は､国共､地共､私学､一般の全てを表している。
’

’

’

’

’

5
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－

6
障害年金審査業務マニュアル

第1章

共通緬

2基本用語の説明
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第1章共通編

2基本用語の説明
4

2基本用語の説明

2－1 障害の状態

障害基礎年金､障害厚生年金及び障害手当金が支給される｢障害の状態｣とは、

身体又は精神に､国年令別表(厚年令3条の8において厚生年金保険の1級及び2

級の障害の状態とされる場合を含む｡）､厚年令別表1及び厚年令別表2に定める

程度の障害の状態があり､かつ､その状態が永続的に回復しないか､又は､長期に

わたって回復しない状態をいう。

◆

2－2傷病

(1)傷病

疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。

(2)起因する疾病

前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというよう

に､前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい､負

傷は含まれないものである。

（注)相当因果関係の考え方

個々のケースによるが､前の疾病又は負傷がなかったならば､後の疾病が起こら

なかったであろうと認められる場合は､相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一

傷病として取り扱う｡ただし､通常､後の疾病には負傷は含まれない。

なお､具体的な例は次のとおり。

（相当因果関係ありとして取り扱われることが多いもの）

①糖尿病と糖尿病性網膜症又は糖尿病性腎症､糖尿病性壊疽(糖尿病性神経

障害､糖尿病性動脈閉鎖症)は､相当因果関係ありとして取り扱う。

②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎､慢性腎炎に罹患し､その後

慢性腎不全を生じたものは､両者の期間が長いものであっても､相当因果関係

ありとして取り扱う。

③肝炎と肝硬変は､相当因果関係ありとして取り扱う。

④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は､相当因果関係

ありとして取り扱われる。

⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は､相当因果関係ありとして取り

扱う。

⑥ｽﾃﾛｲドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな

場合には､相当因果関係ありとして取り扱う。

⑦事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合は､相当因果関係ありとして

取り扱う。

⑧肺疾患に罹患し手術を行い､その後呼吸不全を生じたものは､肺手術と呼吸

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編

2基本用語の説明
q■■■

不全発生までの期間が長いものであっても､相当因果関係ありとして取り扱われ

る。

⑨転移性悪性新生物は､原発とされるものと組織上一致するか否か､転移であ

ることを確認できたものは､相当因果関係ありとして取り扱われる。

（相当因果関係なしとして取り扱われることが多いもの）

①高血圧と脳出血又は脳梗塞は､相当因果関係なしとして取り扱う。

②糖尿病と脳出血又は脳梗塞は､相当因果関係なしとして取り扱う。

③近視と黄斑部変性､網膜剥離又は視神経萎縮は､相当因果関係なしとして取

り扱う。

2－3障害の程度

障害の程度を認定する場合の基準となるものは､国年令別表､厚年令別表第1及

び厚年令別表第2に規定されているところであるが､その障害の状態の基本は､次の

とおりである。

（1）1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を

弁ずることを不能ならしめる程度のものとする｡この日常生活の用を弁ずることを不

能ならしめる程度とは､他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずること

ができない程度のものである。

例えば､身のまわりのことはかろうじてできるが､それ以上の活動はできないもの又

は行ってはいけないもの､すなわち､病院内の生活でいえば､活動の範囲がおお

むねべｯド周辺に限られるものであり､家庭内の生活でいえば､活動の範囲がおお

むね就床室内に限られるものである。

(2)2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が､日常生活が著し

い制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも

のとする｡この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加

えることを必要とする程度とは､必ずしも他人の助けを借りる必要はないが､日常

生活は極めて困難で､労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば､家庭内の極めて温和な活動(軽食作り､下着程度の洗濯等)はできる

が､それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの､すなわち､病院内

の生活でいえば池活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり､家庭内の

生活でいえば､活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3)3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程

度のものとする。

また､「傷病が治らないもの｣にあっては､労働が制限を受けるか又は労働に制限

を加えることを必要とする程度のものとする｡（｢傷病が治らないもの｣については、

「国民年金･厚生年金保険障害認定基準｣の第3の第1章に定める障害手当金に
■ﾛ■■■■■■

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編

2基本用語の説明
ー

該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する｡）

(4)障害手当金

「傷病が治ったもの｣であって､労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ

とを必要とする程度のものとする。

2－4初診日。発病日

(1)初診日

初診日とは､障害の原因となった傷病について､初めて医師又は歯科医師の診

療を受けた日をいう｡障害基礎年金については､国民年金被保険者期間中や20

歳前の国民年金に加入できないときに初診日がある傷病により､障害の状態にな

ったことなどが要件とされており､障害厚生年金については､昭和61年4月1日以

後の厚生年金被保険者期間中に初診日がある傷病により､障害の状態になった

ことが支給要件とされている。

具体的には次のような場合を初診日とする。

①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日）

②同一傷病で転医があった場合は､一番初めに医師等の診療を受けた日

③過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は､再度発症し医師

等の診療を受けた日

④傷病名が確定しておらず､対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合で

あっても､同一傷病と判断される場合は､他の傷病名の初診日が対象傷病の

初診日

⑤じん肺症(じん肺結核を含む｡)については輪じん肺と診断された臼

⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある

ときは､最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

⑦健康診断を受けた日(健診日)は原則､初診日として取り扱わないが､初診時

（1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、

医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合について

は､請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば､健診日を初診日と

して取り扱うことができる。

⑧先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

⑨先天性心疾患網膜色素変性症などは､具体的な症状が出現し､初めて診

療を受けた日

⑩先天性股関節脱臼は､完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、

青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は､発症後に初めて診療

を受けた日

(2)発病日

一般的に傷病の発病時期は､自覚的､他覚的に症状が認められた時とするのが

原則である｡ただし､先天性の傷病にあっては､潜在的な発病が認められたとして

も通常に勤務していた場合は､症状が自覚されたとき又は検査で異常が発見され

【補足】
知的障害が伴わない発達
障害は､自覚症状があって
初めて診療を受けた日が
初診日となる(左記⑧とは
取扱いが異なる〕。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編

2基本用語の説明

たときをもって発病とする｡障害厚生年金については､昭和61年4月1日以前の

厚生年金被保険者である間に発病した傷病により､障害の状態になったことが支

給要件となっている。

具体的には､次のような場合を発病日とする。

①医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は､その日が発病日

となる。

②自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は､初診日が発病日となる。

③慢性的疾患(糖尿病､腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合

は､最も古い発病日が当該傷病の発病日となる。

④過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再度発症した場合は､再度発症し

た日力境病日となる。

⑤健康診断で異常が発見された場合は､異常の程度により健康診断日を発病

臼とする。

⑥事故の場合は､事故が発生した日が発病日となる。

⑦じん肺症(じん肺結核を含む)については､永年にわたり鉱山又は石工等の業

務に従事し､珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり､その

業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば､被保険者期間中の

発病とする。

なお､確認資料として､厚生労働省労働基準局発行のじん肺管理区分決定

通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要となる｡

⑧先天性心疾患網膜色素変性症等については､通常に勤務し厚生年金保険

の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は､その日が発病日とな

る。

⑨先天性股関節脱臼については､完全脱臼したままで生育した場合は､厚生年

金保険の期間外発病となるが､それ以外のもので青年期以降になって変形性

股関節症が発症した場合は､症状が発症した日を発病日とする。

2－5薩碧認定日

障害認定日とは､障害の程度の認定を行う日のことをいう｡具体的には､初診日

から起算して1年6月を経過した日(初診日が平成25年8月31日の場合は､平成2

7年2月28日となる｡)か､その期間内に治った場合は治った日(症状が固定した日）

のことをいう。

また､20歳前に初診日がある場合は､初診日から起算して1年6月経過した日が

20歳前にある場合は20歳に到達した日、20歳後にある場合は1年6月経過した日

のことをいう。

なお､厚生年金保険の障害手当金については､初診日から5年以内に傷病が治っ

た時点でその障害の程度が障害手当金に該当するかを認定する。

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編

2基本用語の説明

2－6傷病が治った場合

「傷病が治った状態｣とは､器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場

合は､医学的にその傷病が治ったとき､又は､その症状が安定し慰長期にわたってそ

の疾病の固定性が認められ､医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。

当該状態に至った場合､初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日

として取り扱う｡具体的には､次のとおり。

障害等級傷病が治った状態

喉頭全摘出

障害認定日
喉頭全摘出日

診断書
一

聴覚等 2級

上肢3大関節又は下
肢3大関節に人工関
節を挿入置換した場
合､原則3級(※1）

人工骨頭､人工関節を
挿入置換

挿入置換日

1肢の切断で2級、2
肢の切断で1級
一下肢のショパール関

節以上で欠くと2級､リ
スﾌﾗﾝ関節以上で欠
くと3級

肢体
切断又ば離断日(障害手
当金は創面治癒日）

切断又は離断による肢

体の障害

脳血管障害による機能
障害

初診日から6月経過した

日以後(※2）

開始日（常時使用の場
合）

3級(常時(24時間）
使用の場合）

呼吸 在宅酸素療法

人工弁、心臓ペースメ

ーカー､植え込み型除
細動器(ICD)

装着日 3級 【参照】
人工血管･心臓移植･人工
心臓･CRT･CRT-Dに

ついては、【給付億201
1－93〕を参照

1級(術後の経過で等
級の見直しがある）

心臓移植､人工心臓、
補助人工心臓

移植日又は装着日

CR下(心臓再同期医療

機器)、ORT-D(除細

動器機能付き心臓再同
期医療機器）

重症心不全の場合は

2級(術後の経過で等
級の見直しがある）

循環器
(心臓） 装着日

胸部大動脈解離や胸
部大動脈瘤により人工

血管(ステントグラフ卜も
含む)を挿入置換

3級(一殻状態区分が
｢ｲ｣か｢ｳ｣の場合）

挿入置換日

透析開始日から起算して
3月を経過した日

人工透析療法 2級腎臓

人工肛門造設､尿路変

更術

造設日又は手術日から起

算して6月経過した日

左記のいずれか1つで

3級(※3）

新膀胱造設 3級(※3）造設日
他

状態に至った日から起算

して3月を経過した日以

後(※4）

遷延性植物状態 1級

※1人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は､診断書の内容によっては､障

害等級の目安より上位等級となることがある。
【参照】

平成24年5月30日【給
付指2012-126]｢国民

年金･厚生年金保険障害認
定基準の－部改正」（指
示・依頼）参照

※2脳血管障害により機能障害を残しているときは､初診日から起算して6月経過

した日以降に医学的観点から､それ以上の機能回復がほとんど望めないと認め

られるときに認定されるので､請求すれば必ず認められるものではない。

また､初診日から起算して6月目に必ず症状が固定するとみなされるわけでは

1
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編

2基本用語の説明

なく､初診日から起算して6月を経過するまでは､症状が固定しているとは認め

られないということ。

なお､症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も､初診日から

起算して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は､改めてその症状固定

した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能。

※3人工肛門を造設した場合､次のいずれかに該当する場合は2級とし､障害認

定日は次のとおり取り扱う。

①人工肛門を造設し､かつ､新膀胱を造設した場合｡障害認定日は､人工肛

門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のい

ずれか遅い日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る暑）とする。

②人工肛門を造設し､かつ､尿路変更術を施した場合｡障害認定日は､人工

肛門を造設した日又は尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から起算し

て6月経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る｡）とする。

③人工肛門を造設し､かつ､完全排尿障害状態にある場合｡障害認定日は、

人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い

日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限

る｡）とする。

【参照】

障害認定日の取扱いは、
【給付情2015-44]の
「Ⅳ第18節／その他の

疾患による障害(人工肛門
等) QS」を参照

※4遷延性植物状態は､次の①～⑥に該当し､かつ､3月以上継続しほぼ固定して

いる状態において診断されることになるが､障害認定日を判断する際の起算日

は､診断基準の6項目に該当した日になる｡遷延性植物状態の診断が確定して

から､3月を経過した臼ではない。

＜遷延性植物状態の診断基準の6項目＞

①自力で移動できない ②自力で食物を摂取できない

③糞尿失禁をみる ④目で物を追うが認識できない

⑤簡単な命令には応ずることもあるが､それ以上の意思の疎還ができない

⑥声は出るが意味のある発語ではない

【参照】
障害認定日の取扱いは、
【給付情2014-31]

の「Ⅲ第18節／その他
の疾患による障害(人工肛
門等) Q4,5」を参照

2－7事後重症による年金

「事後重症による年金｣とは､障害認定日において政令で定める障害等級に該当

する程度の障害の状態に該当しなかった場合で､当該傷病による障害により65歳に

達する日の前日までに政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当

し､かつ､65歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をい

う。

この場合､年金請求書の受付日が受給権発生日となり､支給開始は請求日の翌

月からとなる。

－

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編

2基本用語の説明
■

2－8はじめて2級による年金

「はじめて2級による年金｣とは､障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害

の状態(障害等級3級以下)にある者が､新たに生じた3級以下の傷病(以下｢基準

傷病｣という｡)により基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに､基

準傷病による障害と他の障害とを併せ､初めて障害等級の1級又は2級に該当する

障害の状態になったときに､請求することによって支給される障害年金をいう。

この場合､初めて1級又は2級の状態を確認できた日(診断書の現症日や人工臓

器等を装着した日等)が受給権発生日となり､支給開始は請求日の翌月からとな

る。

－I

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章

共通編

第1章

共通編

第

S.業務フロー3．業務フロー

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－1年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】の業務手順

①［窓口受付～年金給付受付システムへの登録(認定中)］（1/3）

障害年金センター
年金事務所

又は泰務ｾｼﾀｰ市区町村蹟求者 決裁者

(審蚕G鐙）
審蚕内容の

確認担当‘者
琴審桓'当者委託業者

■ ■ ■

診回 受付処理

受’付

/鯛／
年金給付受付シ

ステムへの登録 受付処理

帯類点検
，宝1－1

1
引継ぎ警頚の確認
蝉1－22車1

年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
2筆1 －1

審
２１ 霊》
１
１
▼

｢項目点検ﾁｴｯｸｼｰ

ﾄ(障害基礎)j等による

確認
2葦2－1，2

｢項目点検ﾗ

ﾄ(障害基礎

確I
2牽2‐

口
年金給付受
付システム

への登録
2雪－1

蓉彬

ム受
丁一脚鋒

壁録
－1

函唖

回。
※本人照会を行う

甥合
之宜4－1

※本人照 を行う

12軍_/"､、－だ"､、

鯛諜嘗辱に不備力癌った塩合は､障害年金ｾ
ﾝﾀｰは次のとおり返戻･賑会を行う．
●事獅所･オフィス受付分
一事務所･ｵﾌｨｽへ返戻,頭金
●センター直送分
(相殿事跡有)＝奉所･ｵﾌｨｽへ返戻亨漂会

(相駿事鍼し)=講家者へ返戻･願会
●市区町村受付分
二市区町村へ逼震･照会

鯛諜笹辱に不備力混った漫合は､障害年金ｾ
ﾝﾀｰは次のとおり返戻･賑会を行う．
●事獅所･オフィス受付分
一事務所･ｵﾌｨｽへ返戻,頭金
●センター直送分
(相殿事跡有)＝奉所･ｵﾌｨｽへ返戻亨漂会

(相駿事鍼し)=講家者へ返戻･願会
●市区町村受付分
二市区町村へ逼震･照会

ありあ

不伽不

なし

’
返戻文香

作 成
ク杏4－1

返戻決難
2垂4－12な4

返戻確認

霊
姥

年金給付受

付システム

への登緑
2＊4－1

鐸

E蝿
－1

E蝿
－1

への2

2立4

、／－、／－
卦

負日｡鷺へ低■負日｡鷺へ低■

豚ニ ー

堅唇eXへ丑怖再受付
2走4－2

年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
2土4－2

年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
2土4－2

再確溌

年金給付

付シス宗

へめ量＆
2立3－；

年金給付受

付システム

への登録
2立3－2

総括表作成
2垂3－2
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章 共通編 3業務フロー

3－1年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】の業務手順

②［年金給付受付システムへの登録(認定中)～最終ﾁｪｯｸ］ （2/3）

軍
』
一

陣害年金センター

審蚕担当者

障害年金センター

審壷担当者

輝書認定医輝書認定医年金率務所年金率務所請求者請求者

’
審査内容の

確認担当者
決裁者
(春蚕G長)撫

委託業者委託業者

年金給付受

付システム

への登録
ク脊貝－2

年金給付受

付システム

への登録
堂迂e－2

年金給伺

付システ

ヘの鑿
ク舎2－

受ム藷２

／／ A塗」A塗」
認定依頼
2立3－3 1蕊‘ |’1 ’

認定
2全3－3-選

口

医師照会
文書作成
ク蜜4－1

医療機関

一」 ,圖全…｜｜
卜

識
１
決
一
跨
鐸

山
旧
型
川

■
■
■

漂会決議

2牽4－1
’’

’’’、

医師照会
回答

医師照会
回答答 酉

陣
計

/LH 1L"J|1L壁Jl／
年金給付受

付システム

への登録
垂4－1

年金給付受
■台 ．－一一且

年金給付受

付システム

への登録
垂4－1

｜再確認再確認

I
認定結果の

確認
塗5－1

認定結果の

確認
？告冨－1

吉果の

認
5－1

／
年金給付受
付ｼｽﾃﾑ

への登録
2幸5－1

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ

への登録
2幸5－1

蚤録
－1

諺／

1,藤｡ ’|’
認定
2車3－3

認
再認定

ありあり

↓

| "畷濟霊ゞ卜
入力処理票の罷入
2章5－1

粟の記入

Ｐ
１
１
個
Ｉ

の容
認
１

錘
奉
》１ 審査内容の

再確認
2車5－1

審査内容の

再確認
2車5－1「
０
１
０
１
０
１
型

一一
二
蓉
一霧
可率

一
一
》
●
《
唖
一

「
０
１
０
１
０
１
型

一一
二
蓉
一霧
可率

一
一
》
●
《
唖
一

,決
裁
2遼6－1

９
８
１
１
１
１
０
０
１
１

９
８
１
１
１
１
０
０
１
１

あし

卦卦補正･再確認←補正･再確認←補正･再確認 不備

なし

一
’
二
’
１
１
１
１

年金給付受
付シスデム

ヘの登録
2準5－1

ｴﾗｰ分対応
2幸5－3

未
入
力
分
－
１
１
１
１
０
０
‐
Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
‐
０
‐
１
１
’

エラー分

画面印字
一

納品

’ 最袋ﾃｪｯｸ

(件数及び未入力確認）
2本5－4
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－1年金請求書(国民年金障害基礎年金)【様式107号】の業務手順

②畷終ﾁｪｯｸ～請求書等の保管］（3/3）

障害年金センター

本部(商井戸）講求者 年金事務所
審遊内容の

醗裂糧当者

決裁毒
(霊査G長)※琴舂担当者委駝業者

’ ０
１

暴終チェック

(件数及び未入力瞳認）
，垂5－4．

年金証書等

の配信取得
2五7－1

の配1
2車回

＋

↓
／毒騨／

年金給付受けシ

ステムへの登録
2丘7－2

(中央年金センタ

への回付帯頬力’
る場合）

中央年金ｾﾝﾀ
への回付

(中央年金センター

への回付帯頬があ
る場合）

中央年金ｾﾝﾀｰ
への回付

ー

あ

↓
1’ 卜」
確認完了
メール

園からの承認
メールの確認三

頁

何騨･ぺBp

序

請求霊等の整理軽編綴

坪7－7

年金決定看一 年金決定者一覧表の送付
覧表

胃/￥

L函市区町村受

年金決定者

回付書類の回付書類の

｜麺

再確認

認

再確認斗画鰯｡|卜
所･オフィス受付分は、

年金決定者一覧表を
1部送付する。

諺・》罷

ﾌｨｽ受付分は、

噌定者一覧表を
付する｡

決裁
錘7－42車

回付書類の作成
2幸7－4

年金給付受

付システム

への登録
垂7－4

中央年金
センター

鯵匿

1 1 1
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編 3業務フロー

3－2年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】の業務手順

①［窓口受付～年金給付受付システムへの登録(認定中)］（1／3）
－

’
障害年金ｾﾝﾀｰ

審張担当者

障害年金センター

審褥糧当者

年金事務所
又は事務センター

年金事務所
又は事務センター

調求者調求者
決裁者
(審査G長）

決裁者
(審査G長）

審迩内容の

確浬担当者

審迩内容の

確浬担当者
委託業者委託業者

年金講求書
(障害給付）
年金講求書
(障害給付）(瞳害給付）

4計
年金給付受付シ

ステムへの登録 受付処理

書類点検
g堂1－1

受付処理

書類点検
g堂1－1

＊

年金給付受

付ｼｽﾃﾑへ
の登録

8幸1－1

年金給付受

付ｼｽﾃﾑへ
の登録

8幸1－1

引継ぎ審類の確認
3承1－2

引継ぎ審類の確認
3承1－23家1

FF
r

堅＝

’ ’
審壷
鐸2

毒３

↓
『項目点検：

卜(障害給何
確
3章2．

『項目点検ﾁｪｯｸシー

ト(障害給付)｣等による
確醗
3章2－1，2

『項目点検ﾁｪｯｸシー

ト(障害給付)｣等による
確醗
3章2－1，2

年金鰺侭

付システ

年金鰺付受

付システム

への登録
8衣4－1

年金鰺付受

付システム

への登録
8衣4－1

受ム

録
興13五4－ I

※本人照会を行う

場合
3垂4－1

※本人照会を行う

場合
3垂4－13五4回割-こう、－－g← ／、 巴

請求香等に不儲があつだ塊禽
は､障害年金ｾﾝﾀｰは次のとお
り近展･寵会遅行う。

●事務所･ｵﾌｨｽ受付分
一事務諦ｵﾌｨｽｿﾐ､返戻･照会
●センター直送分

(相醗事跡詞)＝事務所･オフィ
スへ返戻･照会
(相麟事跡なし)＝毒者へ遁
蔓･照套

請求香等に不儲があつだ塊禽
は､障害年金ｾﾝﾀｰは次のとお
り近展･寵会遅行う。

●事務所･ｵﾌｨｽ受付分
一事務諦ｵﾌｨｽｿﾐ､返戻･照会
●センター直送分

(相醗事跡詞)＝事務所･オフィ
スへ返戻･照会
(相麟事跡なし)＝毒者へ遁
蔓･照套

ありあり
伽

町

不 不燗不
、
純 なし

フ 1瀞1 ’
返戻決裁
3幸4－1

返戻文書

作 成
員…－1

返戻文書

作 成
員…－1

返戻醗認返戻醗認

年金給付受

付システム

への丑録
3五4－1

年金給付

付システ、

年金給付受

付システム

への丑録
3五4－1

受ム

3垂4－1

IIOq

返戻
貢BOXへ甑凶貢BOXへ甑凶貢BOXへ甑凶

鰄唾へ蝋W再受付
3幸4－2
再受付
3幸4－2

’／ ’ ｜年金給付受
付システム

への登録
3丘4－2

年金給付受
付システム

への登録
3丘4－2

年金給付受
付システム

への登録
3丘4－2

再確麗再確麗再確麗

年金絵付受
付システム

への登録
3錘－2

年金絵付受
付システム

への登録
3錘－2

受ム受ム職２

年金蛤側

付システ

ヘの塾
2杏3－

篝括表作成
S華3－2

篝括表作成
S華3－2

篝括表作成
S華3－2

’’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－2年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】の業務手順

②［年金給付受付システムへの登録(認定中)～最終ﾁｪｯｸ］ （2/3）
1 －面■

障害年金センター

障害認定医
年金事務所請求巻 審査内容の

垂藝縄当者

決躍者
〈審査G畏)燕｜ 篝霊園雪篝委詑業者

、

／
年金給付受
付システム

への登録
3丘3－2

年金藷付§

付システム

への登録
3章3－2

11 ．藤｡ |’
認定
3竃3－33軍
一

医師龍会

文書作成
3本4－1

あり

露会
医療機関

、／なし ’一

L型」丁霧司’医師顔会
回答

年金給付受
付システム

への登録
8五4－1

j■

|

’年金給付受
』 凸 一一▲

年金給付受
付システム

への登録
豊査4－1

認定
3宝3－33五

’ 1－ト
’ 1毎ｺ，．

h

認定續果

確認

の

3丑5－1
I

年金蛤付受

付システム
への登鰈
3幸5－1

－－

なし

｡L壁』再認定

あり

↓

| “狗潔・ト
入力処理票の混入
3幸5－1 瞬

憤
Ｉ

審査内容の

再確認
3準5－1厩

I
i－．

i頚
｜や
1
4＝＝－－－

千

蕊不実姑"下)淡定通知二 ｜
つ沙ては､里裁者は鷺奮年金 ；
センター長となる頓
3華－2 U

1

一
“

－－

’| 繍正肩腫認 |←補正･再確認

決裁
3宝8－1

年金給付受

付シズテム
ヘの登録
鐸5－1

ー一一

Ⅱ

入力処理委託
ノ 1 11ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ご弓f､曽一轡価

■■■■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■

入力処理

3傘5－2

未 ｜’

’ ’零
入
力
分

I

D

1

1

l

1

r
O

1
0

1‐ー

字

エラー分対応
3車5－3

＊

遥終チェック
数及び未入力砿
3壷5－4

｜ ’ ｜ L緯u量
４ (件 蝿）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－2年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】の業務手順

②［最終ﾁｪｯｸ～請求書等の保管］（3/3）

’
障害年金センター

審森担当者

障害年金センター

審寄相当者

本部(蔵井戸）本部(蔵井戸）年金事務所年金事務所請求者請求者
洗裁者
〔審査G長)蕊

法裁者

〔審査G長)※

審査内容の

確認担当者

審査内容の

確認担当者
委託業者委託業者

1’

最鯉チェック
(件数及び素入力薩認）
…－4

最鯉チェック
(件数及び素入力薩認）
…－4

年金証書尋

の記信取得
3垂7－1

年金証書尋

の記信取得
3垂7－1

の記1
3家

’’ |、|、 ’’年金決定者一覧表の確認
3画－2

年金決定者一覧表の確認
3画－2

II
(中央年金ｾﾝﾀｰ
への回付帯類があ

る塙合）
中央年金ｾﾝﾀｰ
への回付

(中央年金ｾﾝﾀｰ
への回付帯類があ

る塙合）
中央年金ｾﾝﾀｰ
への回付

(中央年金ｾﾝ；
への回付帯類力

る塙合）
中央年金ｾﾝﾀ
への回付

ー

あ

Ｉ
に
斗
一

／

送
寵

シ
録瀞

↓

嚇

驚

小

竿
ス
通
癖

／
ノ
ノ
ノ
ノ

ー

チ

年金給付受付シ

ステムへの登録
忽査7－2

通知書等の発送

鐸7－3

'。１
１

請求書等の整雲･編綴

3華ﾌーｧ

＊

）’年金決定者一覧表の送付3牽7－3錘7－3

卜I宵|瀞’
確認完了
メール

’｜
’
国からの承認

メールの確認

国からの承認

メールの確認

国からの承認

メールの確認

」」
年余訴書

(又は）

不支給決定通知書

年余訴書

(又は）

不支給決定通知書
PEG凡角廿汀

屍
』

二

竺

年金決定者一

覧表

年金決定者一

覧表

訓
－

１
Ｊ
７
戸

矧’I1厘
決裁
8華7－4’’

回付書類の作成
垂7－4

回付書類の作成
垂7－4

回付書頚の

再確認

回付書頚の

再確認

／／
年金給付受
付ｼｽﾃﾑ
への登録

3丘7雪

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ
への登録

3丘7雪

中央年金
センター

中央年金
センター

’’
1雪1雪

’

｜ ’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－3障害者特例．繰上げ調整額請求書・障害給付額改定請求書【様式210号】･障害給付加算額･加給年金

額加算開始事由該当届【様式229-1号】の業務手順

①［窓口受付～年金給付受付システムへの登録(認定中)](.l/2)

’ 障害年金センター
年金亭誘所

又は事務センター
請求者

審登内容の

確漣穆当者

決裁者

(審査G長）委託業者 審寄*日当者

|蕾…土諸変更眉等 し(受付 『~｡...~’~~､一一一一~'一~･~~ー~.一一~－．－.~.~－－．．.~.一.~ー~~...－~1

1雇書ごとの具体的な取扱いは､それぞれ次の章を参照する。
’第4章障害者特例．繰上げ調整額請求書

'第5章障害給付額改定請求書【様式210号】
’第6章障害給付加算額･加給年金額加騨開始事由該当眉【様｜
I 式229-1号】

L--,-.-.-......‘..,_._‘...___－一=＝＝_§----- -.--___-..--.-----.-.._』

年金給付受付シ

ステムへの登鋒

↓

年金給付受

付システム
への登録
1－1

引継ぎ書類の確認
1－2→

’ 哩回ら湧迩■

審査

2

審査
2

’
回 ■ブ摺億 ／ぐ計11 溝－/、､－

鯨求書等に不備があった坦合
は､障害年金塵タｰfま次のとお
り返戻･照会書行う。
●事我所‘オフィス受付分

＝事務所･ｵﾌｨｽへ返鴎照会
●センター市差分

(相談事路有)＝事務所･オワ村

スヘ返嘆･需会
(指談事跡なQ=講求者へ逼
戻･彌会
●市区目吋寸受付分
＝市区町村へ返度･照会

あり I

不備＞

なし

言 -国計1"雪”
返戻決裁
4－1

返戻確認
4

く

且竺菖少7翠苧

’
再受付
4－2

■

｜ ’ ’
再確霊

J 1 ‐

4－2

年金給付受
付システム

への登録
3－2

総括表作成
3－2

|
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編 3業務フロー

3－3障害者特例．繰上げ調整額請求書･障害給付額改定請求書【様式210号】･障害給付加算額･加給年金

額加算開始事由該当届【様式229-1号】の業務手順

②［年金給付受付システムへの登録(認定中)～中央年金センターへの回付］（2/2）

■

障害年金センター

審塞担当者

障害湧宝医障害湧宝医請求者請求者 年金事務所年金事務所

’
審壷内雲の

確認相当者

決裁者

(審妾色憂)※
委託業者

年金給付受
付システム

への登録
3－2

年金給付

付き屋テ‘

への登患
3－2

年金絵付受

付システム

への登録
3－2／／ A

司卸司卸

1111 ’’
認定依頼
3－3

認定依頼
3－3

認定依頼
3－3

認定
3－3

認定
3－33

あり

照会
I 医療權閲

し

|悪感|｜ 顕今

片’閏’ ’’’回≠
照会決裁
4－1

照会決裁
4－1

潅
私
「

給
率
毒
付ノ ／／年金給付受付システム
への登録
4－1

霊
や
潅
匙

／
録唖

牛 1

．

／/
L
↓
年金給付受

付システム

への登録
4－1

年金給付受

付システム

への登録
4－1

年金給付受
"P
・一一一
.

11 "1l11 雲11認定3－33歴
’’

ぐ

I｜ ’ 。

認定結果の

確認
5－1

定間５
認

認定結果の

確認
5－1

の

誤認判

I 虹
一 一

/軍z
､繍蔑｡卜，7－1

と
｜

中央年金センター回

付讐類の作成
7－1

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ

への壁録
5－1

中央年金センター回

付讐類の作成
7－1 |

ｲｰ雲~’ｲｰ雲~’
認定
3－9

認

ありあり

瀞’
決裁
6－1

決裁
6－16．

’’
■＝－回■－－－－凸一~一一一一■

岸

０
０
０
０
０
６
８
９
９
０
９

、
一
る

は
夕
展
．

》
》
宅

て、乱に》
》
》
》

践

戴

錘

華

不
淡
長
寵
一

斑
卑
凸
８
０
０
の
。
▲
９
口
■
玉
Ｂ
Ｇ
や
。
毎
台
早
■
一

岸

０
０
０
０
０
６
８
９
９
０
９

、
一
る

は
夕
展
．

》
》
宅

て、乱に》
》
》
》

践

戴

錘

華

不
淡
長
寵
一

斑
卑
凸
８
０
０
の
。
▲
９
口
■
玉
Ｂ
Ｇ
や
。
毎
台
早
■
一／／ 久久

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ

への登録
7－1

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ

への登録
7－1

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ

への登録
7－1

登録
－1

｜ ’ ｜ ｜諸変更雇等
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－4障害状態確認届の業務手順

①［窓口受付～入力処理委託準備･認定依頼準備］（1/3）

障害年金センター
市区町村､年金事務所

又は事務センター ’請求者 決裁者
(審査G長）

審蓋内容の

確露担当者委託業者 審査糧当者

｜ ’
》
届
嘩 翌

受付

年金納付受付シ
ステムへの登録

受付処理･番頚点検
7掌1－Z ）
年金給付受
付システム

への登録
7宜1－2

引継ぎ書類の確認
7宜1－3仁

｜ 篭 ｜

霊起

｜ ’ ｜ ’ ’
， ｜ ／篭曹璽写 ／ ｜ i※本人照会を行う

回← ー■
増合
津4－1

への登録

7車4－1／、
講求書等に不働があった堤合
ほざ障害年金ｾﾝﾀｰは次のとお

り返要儒会を行う念

①事務所ｵプｵｽ受付分
＝事務所･ｵﾌｲｽﾍ這員照会
●センター西携分

(相談事睦寂)＝事務所･ｵつイ
素へ返戻･照会
(相談事跡なし)一輔求看ｿ､遼

戻･慰会
●市区町村受付分
＝市区町村へ返戻･照会

一一あり

＜皇 不備＞

なし、一

返戻文書

作 成
7爺4－1 陰’ ’

耐、凹琴

返戻決裁
7麦4－1愛返戻確認

年金給付受
付ｼステム I

返戻
■BOXへ正■■BOXへ正■

再受付
7五4－2 障害斌態認定調害の作成

■ q

〃

甲
年金給付受
付ｼｽﾃﾑ
への登錦
7垂4－2

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ
への登錦
7垂4－2

現況届部分の分離
7迂唇－1

拠出推定#
いない者哩

’ | | 鶴諾鍵｡ ’
浬定依綱準備
海3－2

入力処理震託
軍備(267〕
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第1章共通編 3業務フロー

3－4障害状態確認届の業務手順

②［入力処理委託準備･認定依頼準備～決裁］ （2/3）

障害年金センター

審杏担当者

障害年金センター

審蚕糧当者

障害琴宝匡障害琴宝匡請求者
審査内容の

確雲鱈当者

審査内容の

確雲鱈当者

『
更

決裁者

(審査G蔓)鷺
決裁者

(審査G蔓)鷺委妊業者委妊業者

認定依頼準備
7素3－2

入力処理委託準
（26丁)7軍－2

入力処理委託

卦

ノ＜-芒

ｴﾗｰ分対応働
叩

１
１
０
－

１
１
０
－|《儘職鶏" ’

逓終チェック
(件数及び未入力確鯉）

顕
' 1' 1’

/4－／
年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録

海3－2

年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
7五3－2

)登録
3－2 ’’ ’’

認定依頼

7章3－3

認定依頼

7章3－3

あ
く

医師照会

文書作成

了寧4－1医療椴閲医療樫閲

二 仁歴堂歴
年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
7五4－V

年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
7五4－V

給付受

ステム

ン登録
郷－1

謁緋へ

7

L

旬

医師照会
回答

医師照会
回答 ■

’’ 回答

車4－17

と

／

／ /－/－今回
年金給付受

付システム
への登録
7五4－1

年金給付受

付システム
への登録
7五4－1

隼隼
朧且朧且
認定結果の

確認

L弓
’

年金給付受
付ｼｽﾃﾑ
への壁鈴
7女5－3

｜

’

３

定
生
翠
葎 ３

定
生
翠
葎

なしなし
再認定

ありあり

’
’入力処理委託準備(34･35T)

7本5－3
入力処理委託準備(34･35T)

7立5－3

入力処理委託準備(34･35T)
江5－

決裁
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編
巳

3－4障害状態確認届の業務手順

②［決裁～届書等の保管］ （3/3）

障害年金センター
中央年金センタ

請求者 の
者
容
当
内
担
識
唾

決裁者

嬢麦G蔓)※審謹担当者委託業者

Eヨ－

<改定･停止がある湧合〕
割γ－．瞳,I△＝一々烈磧錨ｼ基
<改定･停止がある堀合）
改定･停止デｰﾀ作成婁
託準備7塚ら－3託準備7軍5－3

入力データ作成委託

I

▼

と
／

／
作成
里

デ－作成
処理

↓

李→|鯛’
最終チェック
（倖勧敵恥

最終チェック

(倖勧勵醐）(倖勧勵醐）
P

↓

／入鋤処運/L

/瀞／
L嵯函

入力処理

年金給付受

付システム
への登録

１
１
１
１
１
１
１ ↓1

1
8
L一一

↓

｜ ’ ｜ ’

’
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入力データ等

ｴﾗｰ分対応

最終チェック
(件甦及嘩入力麺麗）

雇書等の保管



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編
■■■■b

■■■■■■■■■■■■■

3－5障害年金以外の障害認定事務の業務手順

①陣務センター様式第1号作成～認定結果の確認］ （1／2）

障害年金センター

’事務センター請求者
審査内容の

碓鯉担当者

決裁者

(審査G長）
窯薪糧当者委託業者

様式第1号

作成 6

付処瓊･書類点検
8丘1－18車1－1

年金給付受付シ
ステムへの登録

=－丁＋

I
年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
8垂1－1，

引継ぎ香類の確認
8車1－全－シ

｜ F令

一品冠

査
『
箒
》

’吟醸書等に不傭があった場

合は､障害年金ｾﾝﾀｰは、
亭務センターを軽色して蓮§
を行う”

吟醸書等に不傭があった堤

合は.障害年金ｾﾝﾀｰは、
亭務ｾﾝﾀｰを軽重L露蓮要
を行う”

あり 返
作
露

返

8

戻文書

作成
8乗4－1

戻文書

4－1霊 不備

年金給

付ｼス
年金給付受

付ｼｽﾃﾑ
への登録
B垂4－1

瘻塾録訓

8五4 1

なし

（〆
返戻 ル寺

Rgロか墨■Rgロか墨■

．－． ’ 。
再受付
8乗4－28五4－2 拝凹

年金給付受
付システム

への登録
8査4－2

付受
一■

年金絵｛

付シス弓

への登
8査4－

罎弘録甚

再磁肥

ノ ノ 一 一

総括表作成
B傘3－2

年金給付受

付システム

への登鋒
g垂－2’

障害惚定医

認定

8車3－3
認定依頼
8丑3－3
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

3業務フロー第1章共通編

3－5障害年金以外の障害認定事務の業務手順

②［認定結果の確認～事務センターへの回答送付］（2/2）
■■■■■ 一

申

障害年金センター

障害認定医躯務センター 審査内容の

確認担当者

農裁者

(霧杏G蔓)※審秀担当者委託業者

|
＝

■

年金給付受

付システム
への登録
8五s＝1 あり

■■■■

L率」
ト

遥縫ﾁｪｯｸ

（件数篭認)B*5-2

回答作成

8五5－2

遥終チェック
(件数確淫)8幸5－2

決裁
唾与－2

年金給付受

付システム
への豊録
8垂5－2

年金給付受

付ｼステム

への堂録

8重5－2匪 冬

↑

27
障害年金審査業務マニュアル



’

I■■■

一
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

篇Z章年金蕾求書('園長年金障害基礎年鑑）

｜
国民年金の被保険者期間中又は被保険者資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本
国内に住所があるときに初診日のある傷病(病気やけが)で障害の状態になった者が障害

給付を受けるときの請求

ロ

二
参
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梯式1口7号

目的

」

【障害認定日による請求】

次の3つの要件全てに該当していることが必要である。

[初診日要件］

国民年金の被保険者期間中又は被保険者資格喪失後でも60歳以上65歳未満で

日本国内に住所があるときに初診日のある傷病(病気やけが)により障害の状態になった

こと。

[保険料納付要件］

①障害の原因となった傷病の初診日の前日において､初診日の属する月の前々月ま

での被保険者期間のうち､保険料納付済期間(第2号被保険者期間としての20歳
未満及び60歳以上の期間も含む)と保険料免除期間を合わせた期間が､3分の2

以上あることが必要である。

②障害の原因となった傷病の初診日が65歳到達日前にある者で､その初診日の属
する月の前々月までの被保険者期間のうち､保険料納付済期間と保険料免除期間
を合わせた期間が､3分の’2に満たない場合でも､平成38年4月1日前までに初

診日がある場合は､初診日の前日において輪初診日の属する月の前々月までの直
近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすことになる。

[障害の程度の要件］

障害認定日(傷病の状態が治った(固定した)日又は初診日から1年6月を経過した

日)に障害等級の1級又は2級の障害の状態にある場合に､障害基礎年金を受給する
ことができる。

【障害の程度の認定】

障害の程度の認定は､障害年金センターにおいて､国年令別表に規定されている
｢障害の程度｣の｢障害等級認定基準｣に基づき行われる。

※新規に旧法の障害年金を請求する者の診査にあたっては､旧国年法別表の｢国

民年金障害等級認定基準｣(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び｢国民年
金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準｣(昭和54年11月1日庁保

発第32号)により障害の程度が認定される。

＜用語の説明＞

［初診日］ 障害の原因となった傷病について､初めて医師又は歯科医師の診察を受け
た日をいう。

[障害認定日］ 障害基礎年金等の支給を受けることのできる障害の程度の状態にあるか

を判断する日をいう｡なお､この障害認定日は､初診日から1年6月を経過
した日又はその間においてなおった日(身体の一部を失った日や症状が安
定し建長期にわたってその傷病の固定性が認められ､医療上､治療の効果

が期待できないと判断された日)をいう。

[事後重症による請求］

障害の原因となった傷病の初診日の前日において､被保険者要件及び保険料納付要
件を満たしている者の障害の状態が､障害認定日において2級の状態までに該当しない

場合に､その後､65歳に到達する日の前日までの間に､その障害の状態が悪イ
本人が65歳に達する日の前日までに障害年金を請求することにより､2級又は
害の状態に該当した場合は､請求した日に障害基礎年金の受給権が発生する。
なお､年金の支給開始は障害年金の請求日の属する月の翌月からとなる。

こし､かつ

1級の障
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[20歳前に初診日がある傷病による請求］

20歳に達する前に初診日がある傷病で障害の状態になった者が､20歳に達した日(障
害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において蕊障害等級の1級又は2級の
障害の状態にある場合に､障害基礎年金を受給することができる。
また､20歳に達した時(又は障害認定日)に､ 1級又は2級の障害の状態に該当しない
場合であっても､その後､65歳に到達するまでの間に､1級又は2級の障害の状態に該当
した場合は､本人の請求により､請求した日に障害基礎年金の受給権が発生する。

※本人の所得制限(全額･半額支給停止）

国民年金制度加入前の障害であることから､保険料を納付した期間が無いため、
本人の所得制限が設けられている。
本人の前年所得が､政令で定める限度額を超える場合は､その年の8月から翌年
の7月までの間､所得額に応じて年金額の半額あるいは全額が支給停止される。’凸

[初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求］
障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態(障害等級3級以下)にある
者が､新たに生じた3級以下の傷病(以下｢基準傷病｣という｡)により基準傷病の障害認
定日以降65歳に達する日の前日までに､基準傷病による障害と他の障害とを併せ､初め
て障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは､請求することによって
障害基礎年金が支給される。

この場合､初めて1級又は2級の状態を確認できた日(診断書の現症年月日や人工臓
器等を装着した日等)が受給権発生日となり､支給開始は請求日の属する月の翌月からと
なる。

[平成6年改正法附則第4条による請求］

平成6年11月9日施行の法律改正により､それまでは､3級不該当となり3年経過す
ると受給権が消滅(失権)していた取り扱いが､65歳到達日又は3級不該当より3年を経
過した日のいずれか遅い日に受給権が消滅することに改善された。
この改正に伴い､施行日前に受給権が消滅(失権)している障害年金の受給権者であっ
た者が､65歳到達日の前日までに同一傷病の障害の程度が悪くなり､障害等級の1級又
は2級に該当する場合は､請求することによって障害基礎年金が支給される。
この場合､請求書の受付日が受給権発生日となり､支給開始は請求日の属する月の翌
月からとなる。

[平成6年改正法附則第6条による請求］

初診日が昭和36年4月1日～昭和61年3月31日にある傷病で､当時の支給要件
に該当しないため障害年金を受けたことがなく､初診日に公的年金制度に加入していた者
が､平成6年11月9日以後65歳になるまでにその傷病で障害等級の．1級又は2級に
該当する状態になり､3分の2の保険料納付要件を満たしている場合は､20歳前障害と
同様に請求することによって障害基礎年金が支給される。
本人の所得制限があるのも同様である｡(厚生年金及び共済加入中(12月未満)の者も
対象となる｡）

この場合､請求書の受付日が受給権発生日となり､支給開始は請求日の属する月の翌
月からとなる。

【結果】

年金受給権者となり､障害年金センターから『年金証書･年金決定通知書』が送付される。
受給権発生月の翌月分から年金の受け取りができる｡障害認定日請求の場合は､障害認
定日が受給権発生日となり､障害認定日が属する月の翌月から支給開始され､事後重症に
よる請求の場合は､請求日の属する月の翌月から支給開始となる。
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